
第　　　号 120
冬

料金後納

ゆうメール

一般社団法人 佐久法人会
長野県佐久市中込2976-4  佐久商工会議所会館２階
TEL 0267-63-2887   FAX 0267-63-2680
URL：http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/saku/
E-mail：sakuhojinkai@song.ocn.ne.jp

佐川急便㈱
〒385-0021
長野県佐久市長土呂字聖原64-24
このお荷物はご依頼人様からお預りした荷物
を当社が差出人となって発送代行しています。

差出人/返還先（差出発行代行）5-72

発行人　会　長　関　喜夫　編　集　広報委員会

CONTENTS

▪年頭の挨拶……………………………………… 2
▪佐久税務署からのお知らせ…………………… 3
▪行動する法人会………………………………… 4
▪税の作文………………………………………… 5
▪2.22利き酒大会／インターネットセミナー… 6
▪あの町この町会員紹介………………………… 7
▪インボイス発行事業者でない
　　事業者との取引について…………………… 8
▪PET/CTがん検診のご案内兼申込書…………… 9

JR東日本観光列車　
HIGH RAIL 1375
◆ハイレール神社：
「HIGH RAIL 1375」を受験や
試験に合格する「入れ～る」に
言い換えた神社で野辺山駅と
中込駅に建立されている。中込
駅の神社では皆様の合格を祈
願した「はいれ～る御守り」も配
布していて、最高地点がある小
海線の厳しい上り坂を列車がの
ぼる際に使用する砂が入ってい
るそうです。
車両写真提供：

中込カメラ 髙橋 修悦 様



創業78年。匠の技が光る！
  当社で貴方の技を磨きませんか！

従業員募集！ いつでも見学ＯＫ！
　ＭＣ・ＮＣマシン　品質・生産管理等

   〒385－0062　長野県佐久市根岸3561
   TEL：0267－62－5111　FAX：0267－62－0097　総務課まで　

年頭の挨拶
会　長　関　 喜 夫
　あけましておめでとうございます。会員の皆様におかれましては、新春の門出をお迎えになられたことと謹んでお慶
び申し上げます。昨年は円安等にともなう原材料やエネルギー価格の高騰に加え、人手不足の深刻化により、中小企業
にとっては厳しい経営状況におかれた一年となりました。また、昨年は防衛費等の増税議論、インボイス制度開始やふ
るさと納税などの国民意識の強さから、「税」が漢字に選ばれました。租税の意義や果たす役割について、国民一人ひ
とりが改めて考える機会となったことと思います。
　法人会は税知識の普及や納税道義の高揚をスローガンに掲げる団体として、国税局との連携強調のもと、税務研修会
や租税教育活動等を主要事業としています。また、事業者のための税制の確立や財政健全化への提言等、スケールメリ
ットを活かした活動も展開しております。
　財政健全化は一朝一夕で終わるものではありません。とりわけ、人生を支える基盤である医療、介護などの社会保障
制度は、受益と負担の観点から粘り強い改革が不可欠です。給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの
構造を改め、人生のステージに応じてバランスよくサービスが提供される全世代型社会保障の実現と持続可能な制度を
将来世代に引き継いでいかなければなりません。
　いよいよ 7 月には待望の新紙幣が発行されます。紙幣の肖像は、新一万円札が佐久にもゆかり深い渋沢栄一、新五千
円札が津田梅子、新千円札が北里柴三郎となります。最新の偽造防止技術とユニバーサルデザインが組み込まれた20年
ぶり紙幣刷新です。新しい時代にマッチしたデザインと人物の功績にあやかり、会員企業並びに関係団体の皆様が良き
年となりますようご祈念し新年の挨拶とさせていただきます。

佐久税務署長　白 津 吉 弘
　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　一般社団法人佐久法人会の会員の皆様方におかれましては、お健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　旧年中は、関会長をはじめ役員並びに会員の皆様方には、税務行政全般にわたり格別のご理解と多大なご協力を賜り、
厚くお礼申し上げます。
　貴会におかれましては、「企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し、国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体」と
して、各種研修会の開催のほか、税に関する絵はがきコンクールなど税の啓発・提言事業、さらには、地域社会貢献事
業などに積極的に取り組まれておられます。この場をお借りして、心から敬意を表しますとともに、深く感謝申し上げ
ます。
　さて、近年、新型コロナウイルス感染症への対応も相まって、税を含むあらゆる分野でデジタルの活用が急速に広ま
っています。
　税務においてデジタルの活用が広まることは、皆様方にとりましても、税務手続の簡便化だけではなく、単純誤りの
防止による正確性の向上、業務の効率化による生産性の向上等につながることが期待されます。
　この点、法人税等の申告につきましては、 9 割以上の方にｅ－Ｔａｘによる申告をしていただいておりますが、納税
につきましては、税務署や金融機関の窓口で納付されている方が数多くいらっしゃいます。
　ダイレクト納付につきましては、この 4 月以降、電子申告に併せてダイレクト納付を行う意思表示により、法定納期
限に口座引落としを実施するなど、利便性が大幅に向上します。　　　　　　　　　
　また、源泉所得税につきましては、電子証明書の添付が不要であり、毎月の納付書（徴収高計算書）の作成及び納付
を事業所から行うことができます。ぜひ、ご利用いただくようお願いいたします。
　いずれにしましても、こうしたダイレクト納付を中心としたキャッシュレス納付の利用拡大を進めていくためには、
税のオピニオンリーダーであります貴会における一層のご理解とご協力が不可欠と考えておりますので、今後ともご協
力賜りますようお願い申し上げます。
　結びに、皆様方のご健勝と事業の益々のご繁栄を心から祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
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佐久税務署からのお知らせ
納付書の事前送付に関するお知らせ

もっと身近に　もっと便利に　スマホで申告！

　国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キ
ャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑
制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出して
いる法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとしております。
　納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付
の手続をご用意しておりますので、是非ご利用ください。

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」は、ぜひスマホからご利用ください。
　確定申告会場に出向かずに、ご自宅からスマホ申告をすることができます。

（こんなあなたはスマホ申告専用画面で作成できます！）
　● 年末調整が済んでいて、医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除の申告をする方
　● 年末調整が済んでいない方
　● ２か所以上の給与所得がある方
　● 年金収入や副業等の雑所得がある方
　● 株式等の譲渡をされた方（特定口座をお持ちの方）

（青色申告決算書や収支内訳書の作成もできます！）
　事業所得や不動産所得がある方の青色申告書や収支内訳書もスマホ申告専用画面で作成できます。
　収入金額と各種必要経費を入力すると、所得金額が自動計算されるため、計算誤りの心配もありません。
　また、作成した青色申告決算書等データを翌年に引き継ぐことで、翌
年以降の減価償却費の計算など一定の項目の入力が省略されます。
　さらに、消費税の確定申告に青色申告決算書等データを利用すること
で、決算書等の情報が引き継がれ、一定の項目が自動入力されます。
　ぜひ、スマホによる青色申告決算書や収支内訳書の作成をご検討くだ
さい。

納税証明書は『オンライン請求』！
　　◆パソコン・スマホからの請求で手数料がお得になります！
　　　電子納税証明書（ＰＤＦ形式）
　　　　▶マイナンバーカードなどの電子証明書等があれば、
　　　　パソコン・スマホからの請求で、自宅等で何枚でも印刷できます。　　　　　

詳細はこちらを
ご覧ください

青色申告決算書
収支内訳書の作成はこちら

作成コーナー
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行動する法人会
− 令 和 ６ 年 度 税 制 改 正 に 関 す る 提 言 −

全法連では、令和６年度税制改正に向け、政府・政党に対して提言活動を行いました。

自 由 民 主 党 自 由 民 主 党

財 務 省

国 税 庁

中 小 企 業 庁

総 務 省

公 明 党

立 憲 民 主 党

国 民 民 主 党

日 本 維 新 の 会

左から　野坂筆頭副会長、宮沢税制調査会長、
　　　　飯野税制委員長、田中専務理事

左から　丸山税制副委員長、矢倉財務副大臣、
　　　　飯野税制委員長、田中専務理事

右手前から　田原課税部長、住澤国税庁長官、星屋次長
左手前から　飯野税制委員長、小林会長、田中専務理事

左から　田中専務理事、飯野税制委員長、須藤中小企業庁長官、
　　　　丸山税制副委員長、山本事業環境部長

左から　丸山税制副委員長、池田自治税務局長、
　　　　飯野税制委員長、田中専務理事

予算・税制等に関する政策懇談会
11月1日

10月 10日

10月 27日

表敬訪問　11月30日

10月 30日

10月 6日

税制改正要望等に関するヒアリング
11月7日

税制調査会ヒアリング
11月9日

税制調査会ヒアリング
11月6日

11月 13日

財政・金融・証券関係
団体委員長

宗清　皇一 氏 他

税制調査会長
宮沢　洋一 氏 他

財務副大臣
矢倉　克夫 氏 他

長　　官　住澤　　整 氏 
次　　長　星屋　和彦 氏 
課税部長　田原　芳幸 氏 

長　　官　須藤　　治 氏 
事業環境部長　山本　和徳 氏 

自治税務局長
池田　達雄 氏

財政・金融部会長
若松　謙維 氏 他

税制調査会長
小池　淳也 氏 他

税制調査会長
大塚　耕平 氏 他

財政金融部会長
伊東　信久 氏 他
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Silk Vessel 西澤書店 

-きっと見つかるあなたの一冊- 

〒385-0053 長野県佐久市野沢 262-8 

FAX：0267-63-3694 

TEL：0267-62-0240  0267-63-3600 

 

Mail：book-nishizawa@live.jp 

欲しかった 新たな出会い 

税の作文　佐久税務署長賞 ※令和5年度作品

「税でつなぎ、つなげる社会」
　　　　　　学校法人長聖佐久長聖中学校　3年　斉藤　日真里

　商品棚には百円とあるのに、実際に買うと百十円。小さい頃はそれを見て心なしか裏切られた気分になりましたが、成長する
につれ特に気にかけることはなくなりました。税金の存在を知ったからです。しかし、国民から税を集めて、そこからお金はど
う回っていくのかぼんやりとしか思いあたりませんでした。
　そこでまず税金について調べてみることにしました。税は大きく国に納める国税と地方に納める地方税に分けられます。驚い
たのはその種類です。例えば所得税や消費税、住民税や入湯税など種類が豊富かつ幅広いところで税が納められているのは驚き
です。また、直接税と間接税という分け方もできます。最近、大学生の兄が車を購入したのですが、兄が読んでいた書類の中に
自動車税について書かれたものがありました。車の大きさによって払う税は異なるらしいのですが、その税は地方公共団体に納
められ、やがて都道府県税となります。私が調べていて気になった入湯税というのは銭湯で支払う入浴料から、一旦施設がまと
めて市町村に納められるそうです。
　次に税金の使いみちを調べました。私が着目したのは医療費に使われる税金です。父が目の手術をした際に医療保険が適用さ
れました。公的医療保険は個人や企業、国などが保険料を支払うことで成り立ちます。治療代の一割から三割は患者の自己負担
であり、残りの三割を超える医療費は国民や企業、自治体から集められた保険料や負担金から医療機関に支払われるそうです。
皆で少しずつお金を出し合うことで病気で悩む人達を支え、自分の将来を見すえた先のある行動がこれからの未来を変えること
につながります。
　しかしながら、これからの将来は税金を納めているからといい安心できなくなるかもしれません。それは、年金問題です。少
子高齢社会の今、現役世代の負担増加や支給額の減少が問題視されています。
　そこで、私が思うことは私達を支えてくれた上の世代の方々を見ならい、今度は私達で支えていくことが大切ではないか、と
いうことです。小学校から勉強ができる環境があること、けがや病気の治療費が高額のままにならないこと、そういった恩恵の
裏側には上の世代の方々が支えてくれた『税金』があった。だから次は私達が支えていこう、そんな気持ちを持つだけでもこれ
からの社会で生きるのにふさわしい人になることができると思います。さらに、これから数十年後私達が上の世代となったとき
のことを考え、手を打つことで自分自身を守ることにもつながります。そのためには『学ぶこと』が大切だと思います。税や税
とのつながり、使いみちの知識を得ることで、上の世代の方々が残してくれたものに、世代を継ぐ私達の行動に、社会を守るき
っかけを得られるのではないでしょうか。

「税金っている？いらない？」
　　　　　　川上村立川上中学校　3年　由井　海吏

　みなさんは「税金」というものが、大切なものだと思いますか。私は必要だと思わなかったです。それはある時、買い物を
し、三千円ぴったりで本が買えると思っていましたが、税金がかかり、三千円では買えなかったという経験がありました。そん
な時私は、「税金なんていらないじゃん、減税してほしい…」そんな風に思っていました。ですが、私の考えが変わったことを
お話しします。
　それは、四年前の台風十九号で家に近い橋が壊れてしまったことでした。壊れてすぐに工事が始まって、今では安全に通れる
ようになりました。私はだれがお金を出しているのか疑問に感じ、お父さんにきいてみると、「全員が支払った税金で国が直し
てくれているんだよ」と言われました。その時私は、税金の使い道をまのあたりにして、少し嬉しくなりました。なぜなら、自
分も家族も、お金もちの人もみんな平等に支払ったお金で、公共のものを直して、みんなが便利になり笑顔になっていたからで
す。そんな時、ニュースで国会の議員が脱税している、というものを見ました。これを見て私は、「税」という平等なものを払
わないのはどうなのか、国会の議員として恥ずかしくはないのか、と思いました。この世界で生活していく上では、必ず支払う
もの、そんな税金を大切に使ってほしいと思いました。税金って大変だけど、年をとるにつれてもらえる「年金」だったり、救
急車、消防車、道などの修理をすることは、本当にありがたいものなんだと思ったし、そこに関われている自分も、うれしいな
と感じました。
　「税金」イコール「平等」ということの関係だと思いました。しっかりと全員が税を納めることによって保っている世界もあ
ると思います。これ以上、税金が上がってほしくはないけれど、これからも公共のものが税金でつかえるという世界であってほ
しいし、それによる笑顔な人が増えると思います。税金が必要ないと思っている人がいたら、私は伝えたいです。あなたの学校
も、通学してくる道がキレイなのも、救急車がすぐに来てくれることも、税金が使われているんだよ、と。そして正しい税金の
使い道をしてくれることを願っています。

〒384－2102　佐久市塩名田３４６－２
TEL 0267－58－2614　FAX 0267－58－3698
E-mail：me i s h i n@ i r i s . o c n . n e . j p
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募集人員80名様

佐久一萬里温泉ホテル 4階にて

17：30~18：30《利き酒大会予選》
18：30～《パーティ、利き酒大会決勝》

当日会場にてお支払いください
＊清酒グラス1ケ付（利き酒にお使いください）
＊パーティ費含む

おひとり様

5,000円参加費

上位入賞者には、豪華景品進呈!!
予選を通過した方は、パーティにて決勝戦があります

※定員になり次第締め切ります。お申し込みはお早めに！

参
加
者

募
集

お電話またはメールにて、
事務局までお問合わせを

参加申し込み

●大塚酒造 ●千曲錦酒造 ●戸塚酒造店 ●古屋酒造店 ●武重本家酒造
●大澤酒造 ●土屋酒造店 ●芙蓉酒造 ●伴野酒造 ●木内醸造
●橘倉酒造 ●佐久の花酒造 ●黒澤酒造

2024年2月22日木

佐久地域の日本酒がもっと好きになる

募集人員80

佐久地域の日本酒がもっと好きになる佐久地域の日本酒がもっと好きになる佐久地域の日本酒がもっと好きになる佐久地域の日本酒がもっと好きになる佐久地域の日本酒がもっと好きになる

80

日本酒

TEL 0267-63-2887
E-mail sakuhojinkai@song.ocn.ne.jp

佐久地域の
13蔵が勢揃い!

!

上位入賞者には 豪華景品進呈

E-mail sakuhojinkai@song.ocn.ne.jpE-mail sakuhojinkai@song.ocn.ne.jp

どれも

おいしくって

幸せ！

飲もう!

当てよう!

利き酒大会

有限会社 せき薬局
佐久穂町大字高野町３１０ー１

地域の皆さまの健康と幸福をサポートするためお気軽にご相談ください

本　店   0267－86－1020
宿岩店　0267－88－7170　　　　　　   

法人会では福利厚生制度としてアフラックをお取扱いして

おります。

がん保険・医療保険のことなら当社にご相談ください。

有限会社　菊屋
アフラック募集代理店

〒384-2305
北佐久郡立科町芦田 2596 電話 0267-56-1008

「生きる」を創る。
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◆代表取締役：倉　本　浩　行
◆事業内容：施設園芸・観光農園
◆住　所：小諸市大字大久保1173－1
◆電話：0267－26－2615　FAX：0267－26－2614
◆Email : komoronunobiki@ichigodaira.com　

◆代表取締役：谷　　　和　人
◆事業内容：総合建設業
◆住　所：小諸市大字諸272番地1
◆電話：0267－22－2052　FAX：0267－22－3472
◆Email : jimusyonopc@ctknet.ne.jp 

◆代表取締役：飯　嶋　　　昇
◆事業内容：農産物の生産・販売・輸出
　　　　　　農産加工品の製造・販売
◆住　所：北佐久郡立科町大字桐原518
◆電話：0267－56－2746　FAX：0267－56－2911
◆Email : info@iijima-farm.com
◆URL : http://iijima-farm.com/

◆代表者：角　田　大　徳
◆事業内容：飲食業・食品加工業・ECサイト販売
◆住　所：北佐久郡立科町茂田井2500－1
◆電　話：0267－56－3317
◆URL : https://www.ittou-tateshina.jp/

あ の 町 こ の 町  会 員 紹 介
農業生産法人 こもろ布引いちご園㈱
　弊社は2000年元旦にいちご狩り営業を始めました、令和6年に
は25回目のいちご狩りの開園となりました。「農園の空間を楽し
んで頂けるいちご園」、「笑顔と共にあるイチゴ」を目指し、常に美
味しいと言って頂けるいちごを提供できるよう営業しています。他
にも、こもろ布引いちご園は国内の大学・研究所、タイやオースト
ラリア等で栽培指導等も手掛けています。また、御牧台地には「い
ちご平」というバス停があり、明治時代よりイチゴジャム製造をし
ていた歴史あるイチゴの産地です。わたくし達の栽培技術だけでな
く、晴天率と昼夜の寒暖差が、宝石のように輝く美味しいイチゴを
育てるのを助けてくれます。　

谷建設㈱
　弊社は1967年（昭和42年）創業、　小諸市を拠点に公共機関発
注の土木・舗装・上下水道等各種工事並びに民間の駐車場や外構工
事など建設業全般を請け負っております。　　
　災害発生時には昼夜を問わず出動し応急復旧を行い、冬季は県道
・市道の除雪作業を行い地域の皆さまの円滑な生活の確保に努めて
います。
　多様化する社会に専門技術能力によって新しい価値を提供し、地
域の安全、快適な社会基盤づくりに積極的に取り組み、明るい未来
と企業の持続的成長を目指してまいります。

農事組合法人 飯嶋農園
 「わたしたちは、安全でおいしい米の生産を通じて農業の新しい
価値の創造につとめ豊かな社会づくりに貢献します。」を理念に
2001年9月に設立しました。八ヶ岳連峰の北端に位置する蓼科山
は豊かな水の恵みをもたらす水源の山として、北西麓に広がる立科
町の暮らしを潤し、農業を支えています。この蓼科山の水の恵みに
加え、米の粘りにほどよい粘土質の土壌、晴天率が高く寒暖差が大
きい気候という“いい米づくりの環境”を最大限活かし生産に励ん
でいます。毎日食べる“ごはん”だからこそ、安全で、おいしいこ
とが何より大切ある。その思いを胸に、よりおいしい米づくりに一
途に取り組んでいます。無農薬・無化学肥料栽培のコシヒカリの
他、コシヒカリの発芽玄米と米糀と水だけを原料にした甘酒を取り
扱っておりますので、是非お試しください。

㈱いっとう
　弊社は代表の両親が経営する牧場から、加工場、店舗販売までを
一貫して行い「食のこだわり」をお届けしています。蓼科山の麓、
大自然に囲まれた角田牧場で育てた蓼科牛を中心に、2023年6月
にオープンした自社工場で牛の成型・調理し、私たちの目の届く範
囲でしっかりと品質管理を行い、直営の飲食店やECサイトでの販
売を可能にしました。私たちの価値観は、単なる技術の導入だけで
なく、社会や環境に対する責任も含んでいます。6次産業を通じ
て、持続可能な未来の構築に貢献し、お客様と共に成長し続けたい
と考えています。
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リサ 令和５年１０月１日から消費税のインボイス制度が始まりました。インボイス発行事業
者でない事業者との取引をした場合は、どのような影響があるのでしょうか。

サキ先生 インボイスは、Ｔで始まる数字１３桁の登録番号や商品ごとの税率（８％か１０％）等
を明記した請求書等で、買手の事業者が納める消費税を計算する際に、売上に係る消費
税から仕入れに係る消費税を控除するために必要になります。ただし、インボイスを発
行できるのは、インボイス発行事業者の登録をした消費税の課税事業者に限られます。
したがって、インボイス発行事業者でない事業者が発行する請求書等に記載された消費
税相当額は、事業者が消費税を計算する際に消費税として控除できません。ただし、経
過措置として最初の３年間は、この事業者に支払った消費税相当額の８０％は控除可能
です。また、次の３年間は、消費税相当額の５０％は控除可能となっています。

リサ インボイス発行事業者でない事業者との取引により、消費税の負担が増えるのですね。

サキ先生 すべての事業者に影響があるかというと、そうではありません。簡易課税を選択してい
る事業者は、納める消費税を計算する際に控除する消費税を、支払った消費税ではなく、
売上に係る消費税に一定のみなし仕入れ率を乗じて算出するため、インボイスを必要と
せず、インボイス発行事業者でない事業者との取引であっても、事業者が納税する消費
税には影響しません。

リサ 免税事業者がインボイス発行事業者になった場合、この事業者自身の消費税についても
教えてください。

サキ先生 免税事業者がインボイス発行事業者になると、課税事業者として消費税の納税義務が生
じます。ただし、免税事業者がインボイス発行事業者として課税事業者になった場合、
３年間（令和５年１０月１日～令和８年９月３０日を含む課税期間が対象で、基準期間
の課税売上高が１千万円を超える課税期間等を除く）は、負担軽減措置として、売上に
係る消費税の２割を納税額とすることができます。

リサ そうすると、免税事業者は、インボイス発行事業者になった方が良いのでしょうか。

サキ先生 インボイス発行事業者としての登録をするかどうかは任意です。取引先が課税事業者で
インボイスを必要とするかどうかなどを考慮して登録するか否かを判断するのが良いと
思います。

リサ 事業者がインボイス発行事業者でない事業者に対して、取引価格の引下げなどを要請し
ても問題ありませんか？

サキ先生 事業者がインボイス発行事業者でない事業者に対し、取引価格の引下げなどを要請し、
双方納得の上で取引価格を設定すれば、直ちに問題になるものではありませんが、例え
ば、一方的に通告する行為は優越的地位の濫用として、独占禁止法や下請法上問題にな
るおそれがありますので注意が必要です。

インボイス発行事業者でない事業者との取引について
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〒385－0051 長野県佐久市中込３０８９番地２ 
TEL（0267）62－1050　FAX（0267）62－6300　　　　　　   
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〒380-0823 長野市南千歳1-12-7 新正和ビル4F
長野支社
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